
令和７年度 第１回京都市産業廃棄物資源循環推進会議 次第 

 

令和７年７月３０日（水）午前１０時 

 

 

 

１ 開会 

 

２ 委員長、副委員長の指名 

 

３ 議事 

（１）産業廃棄物処理指導に係る令和６年度の取組結果について 

（２）産業廃棄物実態調査の進捗状況について 

 

４ 閉会 

 

 

○ 会議資料 

  資料１   産業廃棄物処理指導に係る令和６年度の取組結果について 

    別紙１  業種別啓発リーフレット（飲食店向け） 

    別紙２  ごみゅにけーしょん 第５２号 

    別紙３  さんぱい施設見学エコツアー 周知チラシ 

  資料１－２ 補足資料（制度、施策等の概要） 

  資料２   産業廃棄物実態調査の進捗状況について 

  資料２－１ 意識調査質問の概要 

  資料２－２ 意識調査質問（案） 
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 産業廃棄物処理指導に係る令和６年度の取組結果について  

 
１ 排出事業者に対する取組 

 ⑴ 排出事業者に対する指導・啓発 

  ア 立入指導 
   (ア) 多量排出事業場【補１】 

製造業を中心としつつ、小売業、建設業、医療機関等の幅広い業務を対象

に、立入りを実施した。製造業では、特別管理産業廃棄物の発生量が多い事業

者に対し、重点的に立ち入りを行い、必要な指導を実施した。 

 

   (イ) 廃プラスチック類を多く排出する事業場 1-1 
     多量排出事業場を中心に事業場に立ち入り、プラスチック資源循環に関す

る取組状況を確認した。 

（各事業者の取組状況） 

    ・（小売業）カトラリー類の脱プラ（紙ストロー、木製スプーン等） 

    ・（小売業）バイオマスプラスチックへの代替（コスト面から少しずつ） 

    ・（宿泊業）アメニティ配布をバイキング形式（必要分を取る）に変更 

    ・（製造業）マテリアルリサイクルに取り組みたいが、国内にそのような技

術を持った会社がない。 

   (ウ) さんぱいチェック制度【補２】において「さんぱい適正処理・３Ｒ推進事業

場」の認定申請のあった事業場 1-8 
     チェックシートによる自己チェックの結果（廃掃法の保管基準、委託基準

及びマニフェスト等の遵守の状況）が適正であるかについて確認するため、

立入指導を実施した。 

   (エ) 建設リサイクル法に基づく届出のあった建設工事の現場【補３】 

再資源化が義務付けられている特定建築資材（木くず、コンクリート塊及

びアスファルト・コンクリート塊）の処理状況等を確認した。 

   (オ) 地下工作物の存置に係る届出のあった現場【補４】 

存置による生活環境保全上の支障の発生のおそれがないこと及び存置の

有用性を確認するための現場調査を行った。 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

多量排出事業場等 15 15 16 

さんぱい適正処理・３Ｒ推進事業場 認定申請事業場 13 21 14 

建設リサイクル法届出現場 47 42 33 

地下工作物存置届出現場 21 18 12 

 

 

 

補足資料の番号 

資料１ 

関連する指針の番号 
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  イ 産業廃棄物の不法投棄等の抑止・指導等 2-1  1-6  
   (ア) 産業廃棄物の事業場外保管に係る届出の指導及び保管用地【補５】の監視 

   (イ) 重点監視地域【補６】に対する定期的なパトロールの実施 

   (ウ) 大岩街道周辺地域【補７】での監視パトロール、立入指導等の実施 

   (エ) 関係機関との連携による路上検問の実施 

   (オ) クリーンセンターにおける搬入ごみ検査【補８】 

   (カ) 不適正処理に対する指導等 

   (キ) ＩｏＴカメラによる不法投棄の遠隔監視の実施 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

保管用地 

届出件数  2  0  1 

廃止件数  0  7  0 

累積届出件数 52 45 46 

重点監視地域パトロール回数 週 1～4回 週 1～4 回 週 1～4 回 

大岩街道 

周辺地域 

対策 

監視パトロール回数（注１） 週 6 回 週 6 回 週 6 回 

立入指導件数  11   7  5 

一斉立入指導回数   1   1  1 

路上検問（注２）回数   1   2  1 

クリーンセンター 

搬入ごみ検査 

実施回数 140 145 133 

検査件数（台数） 331 325 445 

指導件数（注３） 290 306 248 

不適正処理事案への対応件数 121 117 70 

注１ 監視パトロールは、委託業者による監視（平日早朝及び休日を含む。）を含む。 

 ２ 路上検問の実施の概要は以下のとおり。 

(京都府及び京都市主催で実施） 

  ・ 実 施 日： 令和６年６月１９日（水） 

  ・ 実施場所： 途中越（京都市左京区大原小出石町 国道 367 号 滋賀方面行車線） 

  ・ 参加主体： 環境省近畿地方環境事務所、滋賀県、大津市、京都府、京都市、下鴨警察署 等 

  ・ 実施結果： 口頭指導 ２件（車両表示不備 １台、書面の備え付け義務違反 ２台） 

 ３ 指導件数は、一般廃棄物収集運搬業者に対する事後指導件数及び持ち込みごみ搬入者への持ち

帰り指導件数の合計。なお、指導件数には、産業廃棄物関係以外の指導（一般廃棄物の搬入不適

物等）も含む。 

 

  ウ ＰＣＢ廃棄物の適正保管及び適正処理の指導 2-2 
   (ア) 高濃度ＰＣＢ廃棄物に対する取組 

荷姿登録期限である令和５年１１月１５日までに発見されたものについて

は処分が完了。期限以降に新規発見報告が１６件（令和７年３月末時点）あ

り、令和７年４月からＪＥＳＣＯ北海道で受入れが再開されたため、順次処

分されている。 
令和７年度以降、新規発見されたものについては、速やかにＪＥＳＣＯの

処理ルートに繋いでいる。 
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◇ 京都市内の高濃度ＰＣＢ廃棄物の状況（令和７年６月末時点） 

製品の種類 
令和７年３月末時点  

・ JESCO 北海道に搬入が 

進んでいる。 

 

・ 全件、JESCO に連絡済。 

事業場数 数量  

トランス 0 0 台  

コンデンサー 6 9 台  

安定器等※ 10 328kg  

上記以外 0 0kg  

     ※ 小型コンデンサー（3kg 未満）を含む。 

   (イ) 低濃度ＰＣＢ廃棄物に対する取組 

○ 保管事業者への働き掛け 

保管事業者からの届出等の機会を活用し、環境省のパンフレットを同

封するなど、計画的に処分を進めるよう働き掛けた。 

○ 環境省補助金事業の案内 

（公財）産業廃棄物処理事業振興財団が実施する「低濃度ＰＣＢ助成

金」（※）の案内を、低濃度ＰＣＢ機器を所有している民間事業者（約１

２０者）に対して送付した。 

※ トランス、コンデンサー等の低濃度ＰＣＢ廃棄物の処分費用に係る助成 

○ 庁内への取組 

本市庁内にも、低濃度ＰＣＢ含有機器の使用や低濃度ＰＣＢ廃棄物の

保管があり、これらの事業所に対し、予算の確保状況等の調査を行い、

期限内の計画的な処理に向けて働き掛けた。 

 

  エ 電子マニフェストの導入促進 1-9  

    立入指導等の機会を活用した電子マニフェスト導入の勧奨や特別管理産業

廃棄物の多量排出事業場に該当する医療機関に対する電子マニフェスト使用

の指導を行った。 

    また、令和７年４月から、本市の市長部局及び消防局において、電子マニフ

ェストの使用環境を整備し、使用促進を図っている。 

（参考１）産業廃棄物処理量に対する電子マニフェストの捕捉率（年度末時点） 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

 全国の捕捉率（注） 60％ 62％ 64％ 

注 電子マニフェスト捕捉率は、前年度資料から定義を変更して「電子マニフェストによる委託量÷

総委託量」で算出している。また、年間総委託量を 1 億 6000 万トンとして算出している。 

   （参考２）京都市における電子マニフェスト加入者数（各年度末時点） 
 
 

 

 

年   度 排出事業者 収集運搬業者 処分業者 合  計 

令和４年度 5,730 303 70 6,103 

令和５年度 5,940 325 69 6,334 

令和６年度 6,271 353 69 6,693 
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オ 産業廃棄物関係の諸手続におけるオンライン化 1-9 

    以下の報告書に関し、オンライン手続の利用を促している。 

報 告 内 容  令和５年度 令和６年度 

産業廃棄物管理票交付等状況報告書 

提出件数 3,826 3,796 

うちオンライン 
  520 

(13.6％) 

  764 

(20.1％) 

多量排出事業者の（特別管理）産業廃

棄物処理計画書・実施報告書 

提出件数   152   142 

うちオンライン 
   31 

(20.4％) 

   31 

(21.8％) 

 

  カ 少量排出事業場に対する指導・啓発 1-6  

   (ア) 少量排出事業場が多い業種を対象にした業種別リーフレットによる啓発 

     飲食店からよく排出される廃棄物の分別方法や正しい処理方法について

分かりやすく示した啓発リーフレットを作成し、業界団体等を通じて配布し

た（別紙１参照）。 

発行部数 配布の協力依頼先（データ提供を含む） 

5,500 部 

・京都府料理飲食業組合連合会 

・京都市食べ残しゼロ推進店舗（９月予定） 

・京都環境事業協同組合 

   (イ) クリーンセンターにおける搬入ごみ検査及び検査結果に基づく指導・啓発 

     検査の結果、産業廃棄物やリサイクル可能な紙ごみ（一般廃棄物）などの

分別が不十分であった排出事業場に対し、一般廃棄物の収集運搬業者を通じ

て訪問や電話等による啓発を行うとともに、本市職員による立入指導等を実

施した。 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

立入指導件数 283 305 348 

注１ 排出事業者への立入指導等（電話等で指導したものも含む。）の件数であり、搬入ごみ

検査における搬入者への指導件数（上記イ(オ)）とは一致しない。 

 ２ 立入指導は、事業場の規模の大小に関わらず実施しており、対象は少量排出事業場に限

られない。 

   (ウ) 事業ごみ減量ニュースレター「ごみゅにけーしょん」の発行（別紙２参照） 

     事業ごみの排出ルールに関する知識やごみの減量・再資源化の必要性及び

その方法、優良事例などを分かりやすく紹介するニュースレターを作成し、

各種業界団体を通じて排出事業者等に配布した。 
発行年月（号数） 主な内容 発行部数 

令和６年６月（52 号） 京都環境賞、業種別リーフレット 30,000 部 

令和６年１０月（53号） 食品ロス削減月間 30,000 部 

令和７年１月（54 号） ２Ｒ及び分別・リサイクル活動優良賞等 29,000 部 
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  キ 公共工事におけるリサイクルの質の向上 1-4  

   (ア) 建設廃棄物の再資源化施設への搬入の徹底 

     京都市建設リサイクル推進プラン’２１※に掲げる建設副産物の再資源化

率等に関する令和１２年度目標値については、令和６年度時点で建設混合廃

棄物の排出率を除き達成済み。 
※ 国の建設リサイクル推進計画を受け、本市の建設リサイクルの現状を踏まえ、循環

型社会の構築に寄与することを目的に策定（本市が行う全ての工事が対象） 
 再資源化率の目標値及び実績値 

令和12年度の目標値 令和6年度 
令和 6 年度 
の発生量※ 

建設廃棄物 99％以上  99.9％ 267,054.0t 

 a)アスファルト塊 99％以上 100.0％ 112,641.1t 

 b)コンクリート塊 99％以上 100.0％  94,647.4t 

 c)建設汚泥 99％以上 100.0％  53,877.1t 

 d)建設混合
廃棄物 

排出率  2％以下   3.3％   3,566.2t 

 e)建設発生木材 99％以上 100.0％   2,322.2t 

f)建設発生土 有効利用率 80％以上  99.7％  176,972.7m3 

※各々の発生量に関しては、現場内利用を含む 

 
   (イ) 公共工事に係る建設副産物の発生抑制や再生利用に資する良好事例の収集及び紹介 

公共工事に係る建築副産物のさらなる発生抑制等の取組につながるよう、

近年実績があり有用と考えられる事例をまとめた「建設副産物発生抑制事例

集」の改定に向け、検討を行っている。 

 

  （参考）「京都ＰＶパネル循環プラットフォーム」（京都府主催）【補９】

への参画 1-7 

  ◇令和６年度の開催実績 
○ 資源循環ＷＧ・長寿命化ＷＧ合同開催 １回（国の法制化の進捗状況等） 

 

 ⑵ 排出事業者による自主的な取組の促進 （共通）1-1  1-2  1-3 

  ア さんぱいチェック制度の実施 1-8 
    排出事業者の自己点検及び改善を啓発・支援するとともに、優良な事業場を

認定することにより、産業廃棄物の適正処理及び３Ｒの推進に向けた排出事業

者の意識の向上を図る「さんぱいチェック制度」を実施した。 
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 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

推進事業場認定件数

（認定継続中の事業場を含む）  
13 21 33 

（ 内 訳 ）    
認定継続中   19 

シルバー認定 1回目  19  4 
認定 2回目    1 

新規   2  9 

  イ プラスチックの資源循環に係る良好事例の紹介 1-8 
    市内の排出事業者による、廃プラスチック類の分別やマテリアルリサイクル

等の良好事例を、京都市公式 YouTube チャンネル「きょうと動画情報館」で紹

介した。 
紹介事業者 取組概要 公開日 視聴回数 

株式会社島津製作所 

（精密機器等製造企業） 

使用済み梱包材をラボ廃液保管

用ポリ容器にマテリアルリサイ

クルし、龍谷大学とも連携 

令和７年 

7 月 14 日 

４９０回 
（令和７年７月 

２５日時点） 

    （参考 URL）https://youtu.be/Jn4YYCluVHw 

 

 ⑶ 排出事業者に対する情報提供等 

  ア 排出事業者向け総合ポータルサイトの効果的な運用 1-1  1-2  1-3  1-7  1-10  
    令和６年３月２５日に開設後、排出事業者への情報提供に活用し、より使い

やすいよう機能の拡充を図った。 
   ○ 廃棄物分類検索の拡充（検索項目の追加） 
   ○ さんぱいＱ＆Ａの新設（令和７年７月２２日掲載） 

○ ポータルサイトを用いた情報の提供 

・ 届出提出のアナウンス 
（PCB 保管状況、管理票報告、多量排出計画書） 

・ 補助事業等の情報提供 
（3R 支援センター、産業廃棄物処理事業振興財団） 

 

  イ あらゆる機会を活用した情報発信 1-1  1-2  1-3  1-7  
    「廃棄物の適正処理ガイドブック」等を用いた指導、啓発に加え、立入指導

やさんぱいチェック制度の案内送付などの様々な機会を活用して、（一社）京

都府産業廃棄物３Ｒ支援センター等と連携し、排出事業者に有益な情報を提供

した。 
   ○ さんぱいチェック制度の案内等の機会を活用した各種情報提供 
   ○ 冊子等を活用した指導・啓発 

・ 廃棄物の適正処理ガイドブック【令和４年１１月改訂】 
・ 事業系廃棄物の正しい出し方【令和５年１月改訂】 
・ 業種別 適正処理・３Ｒ推進リーフレット（京都府産業資源循環協会連携） 
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・ いち、に、さんぱい！（小中学生向け） 
・ 焼却禁止の啓発チラシ 
・ 焼却炉の基準に係る啓発リーフレット 

※ その他、環境省等が発行する啓発資材を活用している。 

   ○ 講習会、社内研修、「京都市政出前トーク」等への講師派遣 

・ 京都市政出前トーク  １件（排出事業者向け） 

 

 ⑷ 下水汚泥のリサイクルの推進【補１０】 1-5 
   本市の下水道事業で発生する下水汚泥の約半分を、下水汚泥固化燃料施設 

【補１０】において燃料化することにより、石炭の代替燃料として火力発電所等に

おいて有効に利用するリサイクルを実施している。 

  ○ 下水汚泥の処理状況                  （単位：トン） 

 （参考）令和２年度 令和５年度 令和６年度 

固形燃料化 ― 46,820（43.0％） 45,866（42.0％）

焼却 96,756（99.0％） 63,301（57.0％） 63,424（58.0％）

セメント原料 998（ 1.0％） 0（ 0.0％） 0（ 0.0％）

合計 

（下水汚泥排出量）
97,754 110,121 109,290 
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２ 産業廃棄物処理業者に対する取組 

 ⑴ 産業廃棄物処理業者に対する指導・啓発等 
  ア 法令に基づく指導監督 

   (ア) 産業廃棄物処理施設への定期的な立入検査 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

中間処理・積替保管施設 
37 件/全 87 件 

（延べ 39回） 

36 件/全 86 件 

（延べ 40回） 

32 件/全 85 件 

（延べ 34回） 

自己処理施設 0 件/全 2件 1 件/全 2件 1 件/全 2件 

ダイオキシン類の行政検査 2 件/全 2件 2 件/全 2件 2 件/全 2件 

法に基づく定期検査 1 件/全 4件 1 件/全 3件 0 件/全 3件 

   (イ) 違反行為に対する厳正かつ迅速な指導及び処分 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

業許可 
取消し ― ― ― 

停止命令 ― ― ― 

施設設置 

許可 

停止・改善命令 ― ― ― 

取消し ― ― ― 

   (ウ) 優良産廃処理業者認定制度の運用 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

優良認定処理業者数 

（認定件数） 

[各年度末時点] 

17 者（32 件） 17 者（32 件） 16 者（29 件） 

  イ 優良な処理業者の育成に向けた働き掛け 1-9 2-4 
   (ア) 処分業者・収集運搬業者（積替え保管）への立入検査時の働き掛け 

    ○ リーフレットを用いた啓発（ＢＣＰ策定、電子マニフェスト利用） 

   (イ) ポータルサイトを活用した情報提供 

    ○ 家電４品目の収集運搬に関する注意喚起 

    ○ PFOS 等を含む水の処理に用いた使用済活性炭の適切な保管等について 

   (ウ) 市内の収運業者のうち電子マニフェスト未導入者に対する働き掛け 

    ○ 未導入業者（45 事業者）に対し、導入に向けた啓発を実施 

  ウ 処理業者の地域活動への参加の促進 

    ○ ポータルサイトを通じ良好事例を紹介予定（令和７年度） 

 ⑵ 災害廃棄物の適正処理に係る協力支援体制の強化 2-3 

災害発生時における応急対策活動に関する協定先の一つである（公社）京都府

産業資源循環協会と、災害廃棄物の収集運搬、処理・処分に係る委託可能な業務

内容について協議を行っている。 
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３ 市民に対する取組 
  産業廃棄物の処理の重要性に対する市民の理解の促進や、産業廃棄物処理業及び

産業廃棄物処理施設に対する市民のイメージの向上を図るための啓発を行った。 
 ⑴ さんぱい施設見学会（エコツアー） 3-2 （別紙３参照） 

 

年度 
さんぱい施設見学会 

（エコツアー） 

令和４年度 
２回 

オンライン形式延べ２２組参加 

令和５年度 
２回 

実地形式２５名、オンライン形式１５組参加 

令和６年度  ２回（注） 

   注 見学先と参加者数の詳細は、以下のとおり。 
実施年月日 参加者数 行          先 

７月２９日（月） 

（実地形式） 
２４名 

コカ･コーラ ボトラーズジャパン(株)京都工場 

        ～ ㈱カンポ 

８月 ５日（月） 

（オンライン形式） 
１０組 

トヨタ自動車㈱ 

       ～ ㈱京都環境保全公社 

 

⑵ 見学受入施設に係る情報の収集と公開 3-1 3-2 
 ○ 処分業者に対し見学実施状況を照会し、見学受入れを行っている事業者を

ホームページに掲載する予定（令和７年度） 

 



別紙１





別紙２



詳しく はこちら

業種別リ ーフレット   ～医療機関等の皆様向け ～

医療機関等での
正し いごみの出し 方

★ ダウンロード はこちら  〉〉〉
h ttp s://w w w .ci ty.k yo to .l g . jp/kan kyo/page/00 0 0323063 .h tm l 

◇ 問合せ・ リ ーフレット のご要望は 廃棄物指導課まで （ TEL： 075-222-3957）

第２ 弾
“CHECK”

産業廃棄物のポータ ルサイト 「 京（ みやこ ） さ んぱいポータ ル」 を 開設産業廃棄物のポータ ルサイト 「 京（ みやこ ） さ んぱいポータ ル」 を 開設

h ttp s://sanpai .ci ty.k yo to .l g . jp

　 市内の排出事業者の皆様にとって情報収集の入口と なるサイト を開設しました。

　 産業廃棄物の適正処理、3R の推進に役立つ情報などを

分かり やすく 発信していきます。

＜サイ ト のコ ンテンツ＞

 ● 産業廃棄物に関する 基礎知識の紹介

 ● 事業者が排出する 廃棄物の分類検索
 ● 市内の産業廃棄物処理業許可業者の検索　
 ● 産業廃棄物に関する 届出報告の案内　 など

京都環境賞（大賞）

副賞 万円

特別賞（７部門）

副賞２万円

奨励賞 記念品

そのほか参加賞あり！！

１０

検索京都環境賞

　 京都市では、市内を 主たる活動の場と して、先進性

や発展性のある優れた環境保全活動に取り 組んでいる

市民・ 事業者（ 個人及び団体） の方を 表彰しています。

令和 6 年 8 月30 日
まで募集中！
皆様から のご応募を
お待ちしています！！

京都市ＨＰ で過去の受賞者の

活動内容をご紹介しています。

　 病院や診療所（ 歯科を含む）、薬局から 出る廃棄物の分別方法や正し い処理方法について、

イラスト 等を用いて分かり やすく 示したリ ーフレット です。是非ご活用く ださ い！

＜掲載内容＞

 ● 産業廃棄物と 一般廃棄物の分別や許可業者への委託、事業所内での分別や保管、

    電子マニフ ェ スト の利用等のポイ ン ト 解説

 ● 医療機関等から 出る ごみの正し い分け方を 一覧表の形で掲載
 ● 産業廃棄物、一般廃棄物のそれぞれの問合せ先等を 紹介

令和６年度

京都環境賞の募集

令和6年6月　 京都市印刷物第064191号

TEL： 075-222-3948   FAX： 075-213-0453

発行： 京都市環境政策局循環型社会推進部資源循環推進課

　 　 　 京都市中京区寺町通御池上る 上本能寺前町488番地

こ の印刷物が不要になれば

「 雑がみ」 と し て古紙回収等へ！

京都市は持続可能な開発目標（ ＳＤＧｓ ） を支援しています。

賞区分 受賞者

特

別

賞

地球温暖化対策賞 第25回日本医薬品情報学会総会・ 学術大会

生物多様性保全賞 ビ ーバーの山の会

循環型社会推進賞 西喜商店

環 境 担 い 手 賞 京都華頂大学 現代家政学部 食物栄養学科

個 人 活 動 賞 劉 大可、 姚 暁嵐、 Mart in・ 張

エ コ 学 区 賞 久我の杜自治連合会地域ごみ減量推進会議

JR西日本京都SC開発株式会社K E S 推 進 賞

京都環境賞（ 大賞） 株式会社ヒ ュ ーマンフ ォ ーラ ム

令和５ 年度の受賞者（ 敬称略）

https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000323063.html
https://sanpai.city.kyoto.lg.jp
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補足資料 

（制度、施策等の概要） 

 

１ 多量排出事業場 

  前年度の産業廃棄物の発生量が 1,000 トン以上（特別管理産業廃棄物にあっては

50 トン以上）である事業場（多量排出事業場）を設置している事業者（多量排出事

業者）は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画及びそ

の実施状況を、市長に提出、報告しなければならないこととされている。 

 根拠 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）第 12 条第 9項～第 11 項ほか 

 

２ さんぱい適正処理・３Ｒ推進事業場認定制度（さんぱいチェック制度） 

  産業廃棄物の適正処理の確保並びに３Ｒの推進を図るため、排出事業者の自己チ

ェックと改善の取組を支援するとともに、優良な結果の事業場を認定・公表する制

度。 

 根拠 京都市産業廃棄物の適正処理の確保及び廃棄物の資源循環の推進に向けた自己点検等に関

する要綱 

 【制度の概要】 

  ① 本市が当制度の案内通知を認定対象となる事業場に送付する。通知を受けた

各事業者は、チェックシートをホームページからダウンロードし自己チェック

を行い、認定基準を満たしたうえで応募する。 

  ② 本市が申請のあった事業場の実地調査を行い、審査のうえ優良事業場を認定

し、本市のホームページ等で公表する。 

 

３ 建設リサイクル法届出現場 

  建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）に基づく届

出のあった建設工事等について、同法により再資源化が義務付けられている３品目

（木くず、コンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊）のリサイクル等の

状況を確認するため、一部の工事現場への立入調査を実施している。 

 

４ 地下工作物存置届出現場 

  老朽化等により不要となった建築物や工作物を取り壊す場合、地下部分の工作物

についても産業廃棄物として適正に処理しなければならないが、周辺の生活環境の

保全に支障が生ずるおそれがなく、かつ、撤去した場合に周辺地盤に緩みが生じる

場合など、存置することに一定の有用性が認められる工作物については、地下に存

置して差し支えないと判断できる場合がある。 

  本市では、地下に工作物を存置しようとする工事業者からの届出を受け、存置に

よる生活環境保全上の支障の発生のおそれや存置の有用性について、対象となる工

事につき現場調査を行うなどして協議を行っている。 

 

資料１－２ 
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５ 産業廃棄物の事業場外保管に係る届出の指導及び保管用地の監視 

  産業廃棄物を生じた事業場以外の場所（面積が３００平方メートル以上）で産業

廃棄物を保管する場合に、廃棄物処理法及び本市条例に基づき、届出義務が課され

ている。 

  しかし、無届けでの事業場外保管や保管用地への廃棄物の過堆積等の違法行為も

散見されることから、必要な届出をするよう指導するとともに、保管用地の適正な

使用を徹底させるため、定期的に現場確認を実施している。 

 根拠 廃棄物処理法第１２条第３項ほか 

    京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例第３条以下 

 

６ 重点監視地域 

  市内の山間部においては、依然として産業廃棄物の不適正処理事案が見受けられ

ることから、市内全域の山間部に対するパトロールを月１～４回程度の頻度で実施

している。 

  また、山間部以外でも、不法投棄が頻発するなど、重点的に監視すべき地域につ

いても、定期的にパトロールを実施している。 

 

７ 大岩街道周辺地域 

  伏見区の大岩街道周辺地域では、過去に周辺地域の住民に対し直接的に被害を及

ぼすようなばい煙や悪臭、粉塵の発生などを伴う野外焼却などの悪質かつ重大な違

法行為が行われていたため、これらの問題の解決に向け、平成８年度以降、全庁的

な体制の下で対策に取り組んでいる。 

  全庁体制での監視の継続により、周辺地域に多大な悪影響を及ぼしていた大規模

な野外焼却は終息しているが、依然として廃棄物の違法堆積や小規模な野外焼却等

の違反が見られるため、定期的な監視パトロール及び立入指導を継続している。 

 

８ クリーンセンターにおける搬入ごみ検査 

  本市では、一般廃棄物の処理施設であるクリーンセンターへの不適切な廃棄物の

混入を防止するため、事業所などから排出された廃棄物の中に、プラスチック類な

どの産業廃棄物や、一般廃棄物のうちリサイクル可能な紙ごみなどが混入されてい

ないかどうか、搬入車両のごみの展開検査及び目視検査を随時実施している。 

  不適切な廃棄物が混入していることが判明した場合、搬入した収集運搬業者や事

業者等への持ち帰り指導等のほか、後日、当該廃棄物を排出した事業場に対し、収

集運搬業者を通じた啓発・指導や、本市職員による訪問等による直接指導を行い、

一般廃棄物、産業廃棄物及びリサイクルできるものの分別やごみの保管状況等を調

査して、事業者ごとの排出状況に応じた啓発・指導を行っている。 
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９ 太陽光パネルの適正処理、リサイクルの推進 

（京都ＰＶパネル循環プラットフォーム） 

太陽光発電設備については、想定される 2030 年代後半以降の大量廃棄に備え、

実効性のある適切な処理方法の確立が必要な状況となっている。 

国においては、「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン」が

策定されたほか、再エネ特措法に基づく廃棄費用の外部積立制度などが創設されて

おり、再資源化及び最終処分量の縮減に向けた取組が進められている。 

令和６年度には、経済産業省及び環境省の合同審議会（経済産業省：イノベーシ

ョン・環境分科会資源循環経済小委員会、環境省：太陽光発電設備リサイクル制度

小委員会）において、太陽光発電設備のリサイクル制度の在り方についての素案が

取りまとめられ、制度構築に向けた検討が進められた。 

京都においても、大量廃棄に備えた新たな循環システムの構築のための意見交換

の場として、ＰＶパネルの製造から廃棄、リサイクルに至るまでの関係事業者、行

政機関等で構成される「京都ＰＶパネル循環プラットフォーム」を京都府が設置し

ており、本市としても、同プラットフォームへの参画を通じて、各関係者の動向や

今後の見通しについて知見及び情報を収集し、関連事業者との意見交換を行ってい

る。 

  

１０ 下水汚泥固形燃料化施設 

  下水汚泥を蒸し焼きにし、下水汚泥に含まれる水分を蒸発させることにより、固

形燃料を生成する施設。当該施設において生成された固形燃料は、石炭の代替燃料

として火力発電所等において有効利用される。 

  市内の産業廃棄物の排出量の５割強を占める下水汚泥は、これまで、ほぼ全量を

焼却し、焼却灰として埋立処分を行っていたが、リサイクルの更なる推進を図るた

め、令和３年度から、鳥羽水環境保全センターにおいて下水汚泥固形燃料化施設を

稼働させ、本市において発生する下水汚泥のうち約半分の量を固形燃料化し、下水

道資源のリサイクルを促進するとともに、温室効果ガスの削減による地球温暖化の

抑止にも貢献している。 
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産業廃棄物実態調査の進捗状況について 

 

１ 産業廃棄物実態調査の概要 

産業廃棄物（以下「産廃」という。）は、民間で処理され、京都市が産廃の発生、

処理等の実態に係る各種データを持ち合わせていないことから、概ね５年ごとに産

業廃棄物実態調査を実施し、京都市の状況を把握している。 

令和７年度に、令和６年度の京都市内における産廃の発生量、再生利用量、最終

処分量等の実態を調査するとともに、今後の産廃処理指導の方針検討の基礎とする

ため、産廃の発生抑制、適正処理、再資源化の促進等にまつわる現状、課題等につ

いて、排出事業者に対する調査を京都府と合同で実施する。 

 

２ 調査手法 

⑴ 調査対象 

  排出事業者 約３，０００社（府全体で５，０００社） 

⑵ 調査内容 

 ア 令和６年度における産業廃棄物の発生量、再生利用量、最終処分量等 

 イ 産業廃棄物の処理、資源循環の促進等に係る排出事業者の意識、現状、課題

等 

（資料２-２意識調査質問（案）） 

⑶ 調査方法 

  排出事業者へのアンケート調査 

 ※ 環境省「産業廃棄物排出・処理実態調査指針」に準拠 

⑷ その他 

調査自体は、食品ロス発生量推計調査及び産業廃棄物処理実績データベース化

といった京都府の事業とともに実施する。 

 

３ 今後の想定スケジュール 

  令和７年  ８月中旬 調査票の発送 

          ９月 回答締切 

         １１月 事業者からの中間報告 

  令和８年    １月 事業者からの実態調査結果報告 

３月 第２回推進会議（実態調査の結果報告） 

 

４ 委託業者 

  日本情報通信株式会社 

 

資料２ 



 

 

意識調査質問の概要 

 

把握する課題 内容 

廃棄物の減量目標の設定状況 廃棄物の減量目標の有無 

動静脈連携の取組状況及び課題 ⑴ 動静脈連携の取組の有無 

⑵ 動静脈連携に取り組むための動機付け 

シェアリングサービスの使用状

況及び課題 

⑴ 業務用リース・レンタル製品の使用の有無 

⑵ 使用している製品 

⑶ 使用しない理由 

リサイクル原料・製品等の使用

状況及び課題 

⑴ リサイクル原料・製品の使用の有無 

⑵ 使用している原料・製品 

⑶ 使用しない理由 

産業廃棄物のリサイクルの取組

状況及び課題 

⑴ 産業廃棄物のリサイクルの取組の有無 

⑵ リサイクルの具体例 

⑶ リサイクルに取り組んでいない理由 

廃プラスチックの減量、バイオ

マス・再生プラスチックの使用

状況及び課題 

⑴ 廃プラスチックの削減の取組の有無 

⑵ バイオマスプラスチックの使用の有無 

⑶ バイオマスプラスチックを使用していない理由 

⑷ 再生プラスチックの使用の有無 

⑸ 再生プラスチックを使用していない理由 

食品廃棄物（産業廃棄物）の課

題 

食品製造段階で発生した食品廃棄物をリサイクルするた

めの課題 

電子マニフェストの利用状況

（高度利用を含む）及び課題 

⑴ 電子マニフェストの利用の有無 

⑵ 電子マニュフェストを利用している理由 

⑶ 電子マニフェストと連動した外部システムの有無 

⑷ 電子マニフェストと連動して行いたいこと 

⑸ 電子マニュフェストを利用しない理由 

京都府・京都市に対する意見 ― 

処理業者に対する意見 ― 
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意識調査質問（案） 

問１ 廃棄物の減量について 

資源の有効活用、持続可能な社会の実現、コスト削減等の観点から、目標を立てた廃棄物の減量は重要で

あると考えられます。 

 

貴事業所から排出される廃棄物の減量目標はありますか。 

１ 目標がある  ２ 今後目標をつくる  ３ 目標をつくる予定はない 

 

問２ 動静脈連携（製造業（動脈産業）と廃棄物処理業（静脈産業）が連携すること）の推進 

 

⑴ 動静脈連携について、取り組んでいること又は取り組もうとしていることはありますか。該当する番号に

〇をつけください。（複数回答可） 

１ リサイクルのしやすさを考慮した製品の設計・製造 

２ リサイクルのしやすさを考慮した製品づくりのコンサルティング 

３ 廃棄物回収、再生、原料の供給までの一貫した事業運営 

４ 動静脈連携のビジネスマッチング 

５ その他の資源循環のトータルな仕組みづくり（                       ） 

 

⑵ 動静脈連携に取り組むために、どのような事項が動機付けとして必要でしょうか。優先順位の高いものか

ら３つ選び、番号を記入してください。 

１ 売上増加 

２ コスト削減 

３ 資金調達上の優遇       

４ 資源循環や二酸化炭素排出削減などの社会的ニーズ                

５ 取引先の要請・評価 

６ 消費者の評価 

７ 取引機会の拡大 

８ 同業他社の実施 

９ 同業他社の積極的な実施状況に対する社会的好評価 

10 その他（                ） 

（１番目） （２番目） （３番目） 

 

問３ 業務用リース・レンタル製品の使用について 

業務用リース・レンタルを活用は、一時的にしか利用しない製品の廃棄を防ぎ、製品の適正期間使用を促

進します。 

 

⑴ 貴事業所において、業務用リース・レンタル製品を使用している、又は、使用予定（計画）はありますか。 

１ 使用済み  ２ 今後使用する予定(計画)がある  ３ 使用予定(計画)はない  ４ 未定 

 

⑵ 問３⑴で、１又は２に○印をつけた方にお聞きします。具体的にどのような製品を利用されていますか。

該当する番号に○印をつけてください。（複数回答可） 

１ 重機 

２ 重機以外の産業機械（工作・計測・医療等に用いられる小型の作業機器・装置を含む）   

３ 車・バイク 

４ 太陽光発電・蓄電池等周辺装置（ＰＰＡを含まない） 

５ 照明 

６ エアコン・パソコン・コピー機等のオフィス用電子機器（照明以外） 

７ テーブル・机・ショーケース等業務用家具 

８ その他（                            ） 

 

⑶ 問３⑴で、３又は４に○印をつけた方にお聞きします。それはどのような理由からですか。該当する番号

に○印をつけてください。（複数回答可） 
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１ 用途にあったリース・レンタル製品がない 

２ 費用が高い 

３ 数量の安定的な確保が不安 

４ リース・レンタル業者が分からない 

５ リース・レンタル製品の導入について考えたことがなかった 

６ その他（                              ） 

 

問４ リサイクル原料・製品等の使用について 

限りある資源を有効に使うためには、リサイクル原料・製品等の使用を推進し新材投入量を削減すること

が望ましいと考えられます。 

 

⑴ 貴事業所が製造する製品や提供サービスにおいて、リサイクル原料・製品を使用している、又は、使用予

定（計画）はありますか。 

１ 使用済み  ２ 今後使用する予定(計画)がある  ３ 使用予定(計画)はない  ４ 未定 

 

⑵ 問４⑴で、１又は２に○印をつけた方にお聞きします。それは具体的にどのように利用されていますか。

（複数回答可） 

１ 製品 

２ 製品の原料 

３ 製品の容器・包装材 

４ 燃料 

５ その他（                              ） 

 

⑶ 問４⑴で、３又は４に○印をつけた方にお聞きします。それはどのような理由からですか。該当する番号

に○印をつけてください。（複数回答可） 

１ 用途にあったリサイクル製品がない 

２ 費用が高い 

３ 品質が不安 

４ 数量の安定的な確保が不安 

５ 調達先が変わるため、従来の調達業者との付き合いに摩擦が生じる 

６ 調達先が分からない 

７ リサイクル製品等の導入について考えたことがなかった 

８ その他（                              ） 

 

問５ 産業廃棄物のリサイクルの推進について 

⑴ 貴事業所では、産業廃棄物のリサイクルに取り組んでいますか。 

１ 自社のみで取り組んでいる        ３ 今後取り組む予定がある 

２ 他社と協働して取り組んでいる      ４ 取り組んでいない 

 

⑵ 問５⑴で、１から３までに○印をつけた方にお聞きします。廃棄物のリサイクルについて、取り組んでい

ること又は取り組もうとしていることはありますか。該当する番号に〇をつけください。（複数回答可） 

１ リサイクルをするための分別の徹底 

２ 自社で排出した廃棄物を、他社製品の原料としてリサイクル 

（処理業者へ委託してリサイクルされているものも含む） 

３ 自社で排出した廃棄物を、自社又は他社用に燃料化 

４ その他のリサイクル（                                  ） 
 

 

 

⑶ 問５⑴で、４に○印をつけた方にお聞きします。それはどのような理由からですか。該当する番号に○印

をつけてください。（複数回答可） 
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１ リサイクル業者が近くにいない      ４ 廃棄物の発生量が非常に少ない 

２ 余分に費用がかかる           ５ 情報が不足しており、やり方が分からない     

３ 技術的理由、感染防止のため困難   ６ その他（                   ） 

 

問６ 廃プラスチック類の減量について 

   脱炭素化の機運の高まり、海洋に流入するプラスチックによる環境汚染、プラスチック資源循環促進法の

施行（令和４年）により、プラスチック類の有効利用が求められています。 

 

⑴ 貴事務所では、廃プラスチック類の削減に取り組んでいますか（予定の場合も含む。）（複数回答可）。 

１ プラスチックを用いて製造する製品について、プラスチックの減量・長寿命化・リサイクルのしやす

さ（単一素材プラスチック利用等）を考慮した設計 

２ プラスチック製の包装の簡素化又は廃止 

３ プラスチック製の包装の紙・バイオプラスチックへ素材変更 

４ プラスチック製製品の提供を抑制 

５ 製品運搬のために通い箱（繰り返し使える箱）の利用 

６ プラスチックごみの店頭回収 

７ プラスチックごみの分別の徹底 

８ その他の取組（                                   ） 

９ 取り組んでいない 

 

⑵ バイオマスプラスチックを用いた素材や製品を製造・提供・販売していますか。 

１ 製造又は提供又は販売導入している（一部の製品でも可） 

２ 近い将来における製造・提供・販売を検討している 

３ 取り組んでいない 

 

⑶ 問６⑵で、３に○印をつけた方にお聞きします。それはどのような理由からですか。該当するものに☑を

つけてください。 

□ プラスチックを用いた製品等を製造・提供・販売していない 

□ プラスチックを用いた製品等を製造・提供・販売している又は予定がある（あわせて、以下の該当する番

号に○印をつけてください。（複数回答可）） 

１ 費用が高い 

２ 品質が不安 

３ 数量の安定的な確保が不安 

４ 調達先が変わるため、従来の調達業者との付き合いに摩擦が生じる 

５ 調達先が分からない 

６ その他（                                       ） 

７ バイオマスプラスチックについて考えたことがなかった 

 

⑷ 再生プラスチックを用いた素材や製品を製造・提供・販売していますか。 

１ 製造又は提供又は販売導入している（一部の製品でも可） 

２ 近い将来における製造・提供・販売を検討している 

３ 取り組んでいない 

 

 

⑸ 問６⑷で、３に○印をつけた方にお聞きします。それはどのような理由からですか。該当するものに☑を

つけてください。 

□ プラスチックを用いた製品等を製造・提供・販売していない 

□ プラスチックを用いた製品等を製造・提供・販売している又は予定がある（あわせて、以下の該当する番

号に○印をつけてください。（複数回答可） 
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１ 費用が高い 

２ 品質が不安 

３ 数量の安定的な確保が不安 

４ 調達先が変わるため、従来の調達業者との付き合いに摩擦が生じる 

５ 調達先が分からない 

６ その他（                                        ） 

７ 再生プラスチックについて考えたことがなかった 

 

問７ 食品廃棄物の減量について（食品製造業者のみ回答） 

   府内では、動植物性残さの再生利用率が全国と比べて低いため、再生利用の促進などに取り組む必要があ

ります。 
 

貴事業所では、食品製造段階で発生した食品廃棄物をリサイクルするうえでどのような課題がありますか。

（複数回答可） 

１ リサイクル業者が近くにない 

２ 焼却するよりも余分に費用がかかる 

３ 分別に手間がかかり過ぎる 

４ 情報が不足しており、やり方が分からない 

５ その他の課題（                                    ） 

６ 特に課題はない 

 

問８ 電子マニフェストの利用について 

⑴ 電子マニフェスト(JWNET)の利用状況について、お聞きします。該当する番号に１つ○印をつけてください。 

１ 利用している 

２ 今後利用する予定 

３ 利用していない(利用する予定はない) 

 

⑵ 問８⑴で、１又は２に○印をつけた方にお聞きします。それはどのような理由からですか。該当する番号

に○印をつけてください。（複数回答可） 

１ 発行作業が効率的            ４ 処理業者の推薦 

２ 紛失のおそれがない           ５ 行政の推薦 

３ 処理状況の確認等が容易         ６ その他（                  ） 

 

⑶ 問８⑴で、１に○印をつけた方にお聞きします。電子マニフェスト(JWNET) を、より便利に利用するため
に、マニフェストアシストシステムという上乗せのソフトウェア(ASP)が販売されています。貴事業所では、

このようなASPサービスを活用していますか。 

１ 活用している（具体的な内容(使用ソフト名等)                       ） 

２ 活用していない 

 

⑷ 問８⑴で、１に○印をつけた方にお聞きします。電子マニフェスト（システム）と連動させて行いたいこ

とはありますか。 

１ ある（下欄にも記入ください）       ２ ない 

（内容） 

 

⑸ 問８⑴で、３に○印をつけた方にお聞きします。それはどのような理由からですか。該当する番号に○印

をつけてください。（複数回答可） 

１ 収集運搬業者が未対応          ５ 入力が面倒 

２ 中間処理業者が未対応          ６ 情報流出の危険性がある 

３ 導入コストが高い            ７ 知らなかった 
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４ 排出事業者にとってメリットがない    ８その他（                   ） 

 

問９ 貴事業所の産業廃棄物の処理に関して、京都府・京都市に期待することはありますか。該当する番号に○

印をつけてください。（複数回答可） 

１ プラスチック資源循環やリサイクルの高度化など、産業廃棄物の処理方法に関する国の動向についての

情報提供 

２ 排出事業者を対象とした、産業廃棄物の排出抑制・リサイクル・適正処理に関する講習会の開催 

３ 産業廃棄物の排出抑制・リサイクルによる温室効果ガス排出量の抑制についての情報発信 

４ 産業廃棄物の排出抑制・リサイクルを含む持続可能な社会づくりに取り組む事業者に対する金融機関

の動向についての情報発信 

５ 排出事業者と廃棄物処理業者とのマッチング 

６ 不要となった物を有価で引き取ることができる事業者の情報発信 

７ リサイクルについて、先進的手法や温室効果ガスの排出削減効果が高い手法に取り組める産業廃棄物処

理業者の育成 

８ 産業廃棄物の排出抑制・リサイクルに関する啓発活動の実施 

９ 産業廃棄物の不適正処理や不法投棄などに対する監視・指導体制の強化 

10 観光客向けのごみ排出マナーの呼び掛けの強化 

11 その他（                                  ） 

12 特にない 

 

問10 処理業者に対する御意見、御要望等を御自由にお書きください。 

 

 

御協力ありがとうございました。 


